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第
一
号
議
案

大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
委
員

岩

崎

哲

朗

大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

（
公
文
書
の
公
開
の
実
施
方
法
）

第
七
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の

の
閲
覧
若
し
く
は
写
し
の
交
付
又
は
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
分

県
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係

る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
実
施
機
関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
開
請
求
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

「

１
文
書
及
び
図
画

２
録
音
テ

プ
及
び

３
そ
の
他
の
電
磁
的

ー

□
閲
覧

ビ
デ
オ
テ

プ
記
録

ー

□
写
し
の
交
付

□
専
用
機
器
に
よ

□
用
紙
に
出
力
し

り
再
生
し
た
も
の

た
も
の
の
閲
覧

の
視
聴

□
用
紙
に
出
力
し

□
テ

プ
に
複
写

た
も
の
の
写
し
の

ー

第
一
号
様
式
中

を

し
た
も
の
の
交
付

交
付

□
専
用
機
器
に
よ

り
再
生
し
た
も
の
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の
視
聴

□
磁
気
デ
ィ
ス
ク

等
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付

」

「
□

閲
覧
・
視
聴

､

に
改
め
、
同
様
式
の

□
用
紙
に
複
写
し

又
は
出
力
し
た
も
の
の
写
し
の
交
付

電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

□

」

注
２
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

電
磁
的
記
録

公
開
の
実
施
の
方
法

事
情

事
情
等

公

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「

時
分

時
分

か
ら

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
中
注
２
を
削

文
書

情
報
セ
ン
タ

又
は
地
区
情
報
コ

ナ
に
お
い
て
公
文
書

ー

ー

ー

り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

公

第
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中
「

時
分

時
分

か
ら

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
中
注
４
を
削

文
書

情
報
セ
ン
タ

又
は
地
区
情
報
コ

ナ
に
お
い
て
公
文
書

ー

ー

ー

り
、
注
５
を
注
４
と
す
る
。

「

第
九
号
様
式
中

を

公
開
を
実
施
す
る
日

年
月

日

」

「

に
改
め
る
。

公
開
を
実
施
す
る
日
時

年
月

日
時

分
か
ら

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
及
び
第
九
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
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間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

提
案
理
由

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
趣
旨
に
鑑
み
、
情
報
通
信
技
術
を
効
果
的

に
活
用
す
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
公
文
書
の
公
開
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
い
の
で
提

案
す
る
。
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○ 
大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
） 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 

行 

第
一
条
～
第
六
条 
（
略
） 

 

（
公
文
書
の
公
開
の
実
施
方
法
） 

第
一
条
～
第
六
条 

（
略
） 

 

（
公
文
書
の
公
開
の
実
施
方
法
） 

第
七
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
を
用
紙

に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
若
し
く
は
写
し
の
交
付
又
は
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も

の
の
視
聴
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
分
県
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該

電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
に
複

写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
実
施
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
開
請
求
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

電
磁
的
記
録
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
削
る
） 

一 

録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録 

当
該
録
音
テ
ー

プ
若
し
く
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴
又
は
当
該

録
音
テ
ー
プ
若
し
く
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
録
音
テ
ー
プ
若
し
く
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に

複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

 

（
削
る
） 

二 

そ
の
他
の
電
磁
的
記
録 

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
若

し
く
は
写
し
の
交
付
又
は
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴
。
た
だ
し
、
大

分
県
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク

等
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

第
八
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 

第
八
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 
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第
一
号
様
式 

                             

第
一
号
様
式 
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第
二
号
様
式 

                             

第
二
号
様
式 
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第
三
号
様
式 

                             

第
三
号
様
式 
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第
九
号
様
式 

                             

第
九
号
様
式 
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大分県教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正 

 

１ 規則の概要 

  公文書公開規則は、大分県情報公開条例（平成１２年大分県条例第４７号）に基づき、

大分県教育委員会が管理する公文書の公開等に関して必要な事項を定めるものである。 

 

２ 改正理由 

  国は、法令をはじめとする社会制度等に、アナログ的手法を前提とした「アナログ規制」

が広く社会に浸透していることがデジタル技術の活用を阻んでいるとして、令和３年１１

月に「デジタル臨時行政調査会（以下「調査会」という。）」を設置した。同年１２月にデジ

タル化を図っていく上での指針である「構造改革のためのデジタル原則」が調査会によっ

て策定され、以降、デジタル社会の実現を目指し、構造改革に取り組んでいる。国は、その

構造改革の一環として、地方公共団体においても調査会の取組を参考としたアナログ規制

の見直しに自主的に取り組むことを求めている。 

  また、令和５年６月１６日に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を

推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）」

により、地方公共団体は、情報通信技術の効果的な活用のために必要な措置・施策を講ず

ることを求められることとなった。 

これらの趣旨に鑑み、情報通信技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規定の

見直しとして、本規則を改正する必要がある。 

 

３ 改正内容 

⑴ 第７条を改正し、オンラインでの公文書の公開を可能とする。 

⑵ ⑴に伴い、現在の第１号様式～第３号様式及び第９号様式の記載を変更する。 

 

４ 施行期日 

 令和６年４月１日（公布日 令和６年３月２９日） 

※ 知事部局の規則等も同様の改正がなされ、県全体として１つの県報でまとめて

公布する予定。  
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